
落札後の注意事項 

 

１．権利移転手続き  

入 札 終 了 後 に 京 都 府 公 安 委 員 会 が 落 札 者 な ど へ メ ー ル に て 、 落 札 し た 公 売 物

件 の 売 却 区 分 番 号 、 整 理 番 号 、 京 都 府 公 安 委 員 会 の 所 在 お よ び 連 絡 先 な ど を

お 知 ら せ し ま す 。メ ー ル 確 認 後 で き る だ け 早 く 、京 都 府 公 安 委 員 会 へ 電 話 に て

連 絡 を し 、 権 利 移 転 手 続 き に つ い て 説 明 を 受 け て く だ さ い 。  

 

必要な費用 

動産  

・　 落札価額－公売保証金額  

自動車  

・　 落札価額－公売保証金額  

・　 自動車検査登録印紙相当額  

不動産  

・　 落札価額－公売保証金額  

・  登録免許税相当額  

 

ご 注 意  

・ 　 必 要 な 費 用 は 、 一 括 で 納 付 し て く だ さ い 。ま た 、 買 受 代 金 納 付 期 限 ま で に 、

京 都 府 公 安 委 員 会 が 納 付 を 確 認 で き る 必 要 が あ り ま す 。  

・   上 記 以 外 に 必 要 書 類 の 郵 送 料 、 物 件 の 配 送 料 、振 込 み 手 数 料 、 そ の 他 所

有 権 移 転 な ど に 伴 う 費 用 は 落 札 者 の 負 担 と な り ま す 。  

 

必 要 な 書 類  

・ 　 必 要 な 書 類 の 一 部 は 京 都 府 警 察 の ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 。  

 

動産  

・　 京都府公安委員会から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの  

・  住所証明書  

 - 　 落札者が法人　 ：　 商業登記簿抄本  

 - 　 落札者が個人　 ：　 住民票など  



・  保管依頼書（保管を希望する場合）  

・  送付依頼書（送付を希望する場合）  

 

自動車  

・　 京都府公安委員会から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの  

・  住所証明書  

 - 　 落札者が法人　 ：　 商業登記簿抄本  

 - 　 落札者が個人　 ：　 住民票など  

・  所有権移転登録請求書  

・　 自動車保管場所証明書  

・  移転登録等申請書（第1号様式（OCRシート））など  

・  自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書  

・　 郵送料（ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検

査登録事務所が近畿運輸局京都運輸支局および京都自動車検査登録事務所以

外の場合のみ）  

 

不動産  

・　 京都府公安委員会から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの  

・  住所証明書  

 - 　 落札者が法人　 ：　 商業登記簿抄本  

 - 　 落札者が個人　 ：　 住民票など  

・  所有権移転登記請求書  

・　 共有合意書（共同入札の場合のみ）  

・  権利移転の許可書または届出受理書（農地の場合）  

・  郵送料  

 

ご 注 意  

・ 　 上 記 書 類 は 、 買 受 代 金 納 付 期 限 ま で に 京 都 府 公 安 委 員 会 へ 提 出 し て く だ さ

い 。  

 



物件の権利移転について  

動産  

・　 直接引渡し  

　 京都府公安委員会の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。引渡場

所が京都府公安委員会の事務所以外である場合は、京都府公安委員会が「売却

決定通知書」を交付しますので、引渡し場所で保管人に提示し、公売物件を引き

取ってください。引渡し場所は、物件詳細ページで確認してください。なお、引渡

場所に京都府公安委員会職員は同行しません。  

 

・　 宅配便などで引き取る  

　 京都府公安委員会が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、

公売物件を発送いたします。なお、送付費用は落札者の負担となります。また、公

売物件が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ京都府公

安委員会に相談してください。  

 

自動車  

・　 権利移転手続き  

京都府公安委員会は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、

必要書類の提出をもって権利移転の手続き（登録）を行います。  

 

・  直接引渡し  

　  京都府公安委員会の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決

定後（入札終了日の7日後）、京都府公安委員会が代金納付確認をした後に引き

取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保

管料を負担していただくことがあります。  

  （詳細は落札後にいただく電話などで説明します）  

 

不動産  

・　 権利移転手続き  

　 京都府公安委員会は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場

合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き（不動産登記の嘱託）を行います。

開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、2か月半程度の期間を要しま

す。 なお、京都府公安委員会は落札者への不動産登記簿上の所有権移転など



の登記は行いますが、実際の引渡しは行いません。  

 

ご 注 意  

　 自 動 車 を 落 札 し た 方 の 「 使 用 の 本 拠 の 位 置 」 を 管 轄 す る 運 輸 支 局 お よ び 自 動

車 検 査 登 録 事 務 所 が 、前 所 有 者 （ 現 在 の 登 録 を 受 け て い る 所 有 者 ） と 異 な る 場

合 、 落 札 者 自 身 の 「 使 用 の 本 拠 の 位 置 」 を 管 轄 す る 運 輸 支 局 及 び 自 動 車 検 査

登 録 事 務 所 に 当 該 自 動 車 を 持 ち 込 む 必 要 が あ り ま す 。  

 

落 札 者 （ 落 札 者 が 法 人 の 場 合 は 代 表 者 ） 以 外 の 方 が 権 利 移 転 手 続 き を 行 う 場 合  

　 落 札 者 本 人 （ 落 札 者 が 法 人 の 場 合 は そ の 代 表 者 ） が 買 受 代 金 の 支 払 い ま た

は 公 売 物 件 の 引 き 取 りを 行 え な い 場 合 、 代 理 人 が 買 受 代 金 の 支 払 い ま たは 公

売 物 件 の 引 き 取 り を 行 え ま す 。そ の 場 合 、 委 任 状 、落 札 者 本 人 と 代 理 人 双 方 の

印 鑑 証 明 お よ び 代 理 人 の 本 人 確 認 書 面 が 必 要 と な り ま す 。  

 

ご 注 意  

　 落 札 者 が 法 人 で 、 法 人 の 従 業 員 の 方 が 支 払 い ま た は 引 き 取 り を 行 う 場 合 も そ

の 従 業 員 が 代 理 人 と な り、 委 任 状 な ど が 必 要 と な り ま す 。  

 

権 利 移 転 の 時 期  

　 買 受 代 金 を 納 付 し た 時 点 で 、 そ の 物 件 の 所 有 権 な ど の 権 利 は 落 札 者 に 移 転

し ま す 。  

※ た だ し 、 公 売 物 件 が 農 地 の 場 合 は 都 道 府 県 知 事 な ど の 許 可 な ど を 受 け た時

点 と な り ま す 。  

 

 

２．重要事項  

 

危険負担  

　 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その

後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負う

ことになります。  

 

瑕疵（かし）担保責任 

　 京都府公安委員会は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。  



 

引渡し条件  

　 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況（現況有姿）で引渡しま

す。  

 

京都府公安委員会の引渡し義務  

・　 京都府公安委員会は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物

件の引渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物

件の引渡しを受けてください。当該保管人が現実の引渡しを拒否しても京都府公

安委員会は現実の引渡しを行う義務を負いません。  

・　 公売物件が不動産の場合  

　 京都府公安委員会は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は

行いますが、物件の引渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤

去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、すべて落札者自身で

行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行

っていただきます。  

 

返品、交換  

　 落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。  

 

保管費用  

　 買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることが

あります。  

 

落札者（最高価申込者）決定後、公売保証金が返還される場合  

・　 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる放置違反金の完納の事実が証

明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保

証金は全額返還されます。  

・　 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手

続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した

場合、納付された公売保証金は全額返還されます。  

※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。  

 



 

ご 注 意  

　 入 札 方 法 が 入 札 形 式 に よ る 公 売 で 、 公 売 物 件 が 不 動 産 な ど の 場 合 、 売 却 決

定 を 受 け た 次 順 位 買 受 申 込 者 も 落 札 者 に 含 み ま す 。  

 

 

３．インボイス（適格請求書等）対応について  

　 　 落札者の要望に応じてインボイス（適格請求書等）を交付します。  

※インボイス発行可能物件に限ります。  

　 詳しくはお問い合わせください。  

 

 

４．お問い合わせ先 

京都府警察本部交通指導課駐車管理センター運用係  

 

メールアドレス  

kpp-kotsushido@pref.kyoto.lg.jp 

電話番号  

　 075-451-9111 

電話受付時間  

　 月曜日～金曜日の午前９時００分から午後５時４５分  

　 　 （ただし国民の祝日および１２月２９日から翌年の１月３日を除く）  


